
【QLD 州への入州】シドニー大都市圏に対しては州境閉鎖を維持、それ以外の NSW

州地域からは１１月３日（火）以降は入州可能（強制隔離不要） 

  

【ポイント】 

●クイーンズランド（QLD）州政府は、シドニー大都市圏を引き続き新型コロナウイル

ス感染多発地域（ホットスポット）に指定し、州境閉鎖を維持すると発表しました。 

●シドニー大都市圏を除く NSW 州地域からは、１１月３日（火）午前１時（QLD 時間）

以降、強制隔離無しでの入州が可能となります。 

●QLD 州に入州する場合には、QLD 州州境申告証明書（Queensland Border 

Declaration Pass）が必要になります（リンクは末尾参照）。 

  

【本文】 

１ QLD 政府は、シドニー大都市圏を引き続き新型コロナウイルス感染多発地域（ホ

ットスポット）に指定し、州境閉鎖を維持する（remain closed）と発表しました。 

２ シドニー大都市圏を除く NSW 州地域からは、１１月３日（火）午前１時（QLD 時間）

以降、強制隔離無しでの入州が可能となります。ただし、過去１４日間に新型コロナウ

イルス感染多発地域（ホットスポット）にいた場合には、QLD 州に入州できませんので

ご注意ください。 

３ QLD 州に入州する場合には、QLD 州州境申告証明書（Queensland Border 

Declaration Pass）が必要になります（リンクは末尾参照）。 

  

○QLD 州政府ホームページ 

（シドニー大都市圏は州境閉鎖を維持、シドニー大都市圏を除く NSW 州地域からは１

１月３日（火）以降は入州可能） 

https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-

19/current-status/urgent-covid-19-update 

（シドニー大都市圏を除く NSW 州地域に関する１１月３日（火）以降の規制変更） 

https://www.covid19.qld.gov.au/government-actions/roadmap-to-easing-

queenslands-restrictions 

（QLD 州州境申告証明書） 

https://www.qld.gov.au/border-pass 

（QLD 州規制緩和ロードマップ改訂版） 

https://www.covid19.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0016/127150/DPC7309-

COVID-19-Restrictions-roadmap.pdf 

（同ロードマップ改訂版仮訳・在ブリスベン日本国総領事館作成） 

https://www.brisbane.au.emb-japan.go.jp/downloads/cvirus30102020.pdf 
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【在シドニー日本国総領事館】   

Consulate-General of Japan in Sydney      

Level 12, 1 O'Connell Street,     

Sydney NSW 2000 Australia     

代表電話（61-2）9250-1000     

Fax（61-2）9252-6600     

Web：https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html 

Email：japaneseconsulate@sy.mofa.go.jp 

  

※このメールは在留届、たびレジ、総領事館メールマガジン配信登録／読者登録に

登録されたメールアドレスに配信されております。     

          

※「たびレジ」に簡易登録された方でメールの配信を変更・停止したい方は、以下の

URL から手続きをお願いいたします。 

（変更）https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/auth  

（停止）https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete        

 

※「メールマガジン」に登録された方でメールの配信を変更・停止したい方は、以下の

URL から手続きをお願いいたします。 

（変更）https://www.ezairyu.mofa.go.jp/mailmz/modify?emb=sydney.au  

（停止）https://www.ezairyu.mofa.go.jp/mailmz/delete?emb=sydney.au 


